
投票所

制度利用にあたっての注意点

第51回衆議院議員総選挙 及び 第27回最高裁判所裁判官国民審査における第51回衆議院議員総選挙 及び 第27回最高裁判所裁判官国民審査における

つぎの取り組み をご利用くださいつぎの取り組み をご利用ください

　選挙当日に、投票所へ自力による移動が困難な選挙人に対して、
自宅から投票所の間をタクシーで無料送迎します。 

令和7年度の投票所の見直し
で、投票所が変更となる地区
にお住まいの方で、期日前投
票にも当日投票にもご自身で
移動手段がないため投票機会
の確保ができない選挙人

令和８年
2月1日㊐
（当日投票の1週間前です）

利用
日時 令和８年2月8日㊐ 午前７時00分～

（投票所閉鎖18時まで）

対象者

実施日

❶ 平東中江（旧投票所：マウンテンスクール）
❷ 平 祖 山（旧投票所：祖山集会所）
❸ 上平南部（旧投票所：上平交流センター）
❹ 上平北部（旧投票所：上平小学校）
❺ 上 利 賀（旧投票所：スターフォレスト）
❻ 利賀百瀬（旧投票所：ネイトピア喜楽）

❶ 8：30 ～ 9：15　祖山集会所
❷ 10：00 ～ 10：45　たいらマウンテンスクール
❸ 11：30 ～ 12：15　上平小学校
❹ 13：45 ～ 14：30　上平交流センター
❺ 15：30 ～ 16：15　スターフォレスト利賀
❻ 17：00 ～ 17：45　ネイトピア喜楽

（１）配車の状況によっては希望する時間での送迎が難しい場合があります。
　　　タクシー会社と調整をお願いします。
（２）利用区間は、自宅と投票所との往復のみです。途中下車や乗車地以外への移動はできません。
（３）ご家族と一緒に投票できる方は、ぜひ家族皆さんで投票をお願いします。

問い合わせ先 南砺市選挙管理委員会（南砺市 総務課内） 電 話 0763-23-2003

❶タクシー会社へご自身で送迎の
（利賀地域の方）
　有限会社プランタン（電話：0763-68-2760）
（平・上平地域の方）
　五箇山タクシー　　（電話：0763-66-2046）

受付
期間 令和８年 2月2日㊊ ～5日㊍

事前予約
❷ 2月8日㊐ 選挙当日に入場券
（※予約時のお名前と照合）を提示し
タクシーで投票所まで移動して
投票していただきます。

❸投票後はご自宅までタクシーで
お送りします。
費用は選挙管理委員会からタクシー会社へ
お支払いします。

利
用
方
法

選挙時における移動支援事業について（選挙日当日の支援）2

選挙時における移動期日前投票所の設置について
　夏の参議院議員選挙に引き続き、車を使った移動式の投票所を運行し、投票所が変更
となった地区にお住まいの選挙人の方々へ投票機会を確保します。入場券を持参で、是非
お越しください。
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